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会 議 録（案） 

会議の名称 平成30年度 第1回環境審議会 

開 催 日 時 平成30年7月11日(水) 午後２時から４時まで 

開 催 場 所 田無庁舎３階 庁議室 

出 席 者 

【委 員】安永委員、鈴木委員、松本委員、吉迫委員、内田委員、 

石﨑委員、髙木委員、玉記委員、渡邊委員 

【事務局】萱野みどり環境部長、田中環境保全課長、橘環境保全課課長補

佐、富永係長、貫井主査 

【傍聴人】 ０名  【欠席者】 降旗委員 

議 題 

1 開会  

2 委嘱式 

3 委員紹介 

4 会長・副会長の選出 

5 諮問 

6 議事 

(1) 西東京市環境審議会の運営方法について 

(2) 会議録形式の決定について 

(3) 傍聴の取り扱いについて 

(4) 西東京市第２次環境基本計画（後期計画）の策定スケジュールについて 

(5) 西東京市第２次環境基本計画（後期計画）の策定の方向性について 

(6) その他 

7 次回会議の日程調整 

8 閉会 

会議資料の 

名   称 

資料１ 西東京市環境審議会委員・事務局職員名簿 

資料２ 諮問書「西東京市地球温暖化対策地域推進計画を包含した西東京市

第２次環境基本計画後期計画(平成 31 年度から平成 35 年度まで)の

策定について(写) 

資料３ 西東京市環境審議会の運営について 

資料４ 西東京市第２次環境基本計画・西東京市地球温暖化対策地域推進計画 

資料５ 西東京市第２次環境基本計画(後期計画)策定スケジュール(案) 

資料６ 西東京市第２次環境基本計画(後期計画)策定の方向性(案) 

 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会議内容  

平成30年度第２回審議会 

資料１ 
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＜１ 開会＞ 

（田中環境保全課長より開会のあいさつ） 

 

＜２ 委嘱式＞ 

（丸山市長による委員への委嘱状の交付及び挨拶） 

 

＜３ 委員紹介＞ 

（各委員より自己紹介の実施） 

 

＜４ 会長・副会長の選出＞ 

（互選による会長・副会長の選出（会長：安永委員、副会長：松本委員に決定）） 

 

＜５ 諮問＞ 

（丸山市長より諮問の実施） 

 

＜６ 議事＞ 

（１）西東京市環境審議会の運営方法について 

○会 長：会議の運営方法について、事務局より説明願います。 

（事務局より運営方法について説明） 

○会 長：事務局からの説明に対して、何か意見、質問等ありますか。 

特に意見が無いようなので、先ほどの事務局の説明のとおり運営することとします。 

 

（２）会議録形式の決定について 

○会 長：会議録形式について、事務局より説明願います。 

（事務局より会議録形式について説明） 

○会 長：事務局からの説明に対して、何か意見、質問等ありますか。 

特に意見が無いようなので、会議禄については、発言者ごとに要点記録とし、会議の

テープ録音を承認します。 

 

（３）傍聴の取り扱いについて 

○会 長：傍聴の取り扱いについて、事務局より説明願います。 

（事務局より傍聴について説明） 

○会 長：事務局からの説明に対して、何かご意見、ご質問等ありますか。 

特にご意見が無いようなので、傍聴人については５名とします。なお、本日は傍聴希

望者がいますか。 

○事務局：傍聴者はいません。 

○会長：わかりました。 

 

（４）西東京市第２次環境基本計画（後期計画）の策定スケジュールについて 

○会 長：策定スケジュールについて、事務局より説明願います。 

（事務局より策定スケジュールについて説明） 

○会 長：事務局からの説明に対して、何か意見、質問等ありますか。 

特に意見が無いようなので、先ほどの事務局の説明のとおりスケジュールを進めるこ

ととします。 
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（５）西東京市第２次環境基本計画（後期計画）の策定の方向性について 

○会 長：策定の方向性について、事務局より説明願います。 

（事務局より策定の方向性について説明） 

○会 長：事務局からの説明に対して、何か意見、質問等ありますか。 

○松本委員：市の計画ではあるが、都や環境省の計画を噛み砕いたものとなるのか。 

○事務局：計画内容の全てではないが、国や都の計画との整合を保ちつつ、市の独自性

の部分を盛り込んで作っていきたいと考えており、今後、計画内容について皆様にも

意見を頂きたい。 

○渡邊委員：西東京市は ISO14001 やエコアクションをやめた代わりに、この計画を作る

という理解で良いのか。 

○事務局：ISO14001 やエコアクションは市が一事業者として環境保全に取り組むものだ

が、環境基本計画は市が市民や事業者とともに、市全域を対象として環境保全に取り

組むものである。 

○石﨑委員：地球温暖化対策地域推進計画に示されている内容を環境基本計画に集約

していくということで良いのか。 

○事務局：総括的に説明すると、西東京市の環境施策の大本が環境基本計画であり、

環境基本計画の中にも温暖化対策のことが記載されている。地球温暖化対策地域推

進計画は、環境基本計画と計画の成り立ちが違うが、目的は同じである。環境基本

計画の中に温暖化対策も含まれているため、この際一体化するという考えである。

また、国や都の計画との整合性も大事だが、健康応援都市といった面等を盛り込む

ことで西東京市の独自性を出していきたい。 

 

（６）その他 

○会 長：その他について、事務局より何かありますか。 

（事務局より委員の連絡先の提出について依頼） 

 

＜７ 次回会議の日程調整＞ 

○会 長：次回以降の審議会の日程について、事務局から説明をお願いします。 

（事務局より審議会の日程について説明） 

○会 長：事務局からの説明に対して、何かご意見、ご質問等ありますか。 

○松本委員：水曜日の18時からの開催とのことだが、事業者側としては仕事の一環とし

て参加しているため、日中に実施していただく方が参加しやすい。どういう理由で18

時からになっているのか。 

○事務局：学識等の参加可能な時間となると、講義の関係もあり、この時間帯になって

しまう。他の委員の皆様はどうか。 

○各委員：18時以降で特に問題はない。 

○会 長：では、水曜日の18時からとしたい。 

○事務局：次回は、8月22日（水）田無庁舎午後6時からでお願いしたい。 

 

＜８ 閉会＞ 

○会 長：委員の皆様から、他に何かあるか。特にご意見が無いようなので、本日の会

議は以上とする。 

以上 

 

 


